
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

関
税
率
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
を
踏
ま
え
、
国
民
経
済
的
な
視
点
か
ら
国
内
産
業
、

特
に
農
林
水
産
業
及
び
中
小
企
業
の
利
益
を
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
、
国
民
生
活
の
安
定
・
向
上
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
過
度
な
恩
恵
を
相
手
国
に
与
え
ず
調
和
の
と
れ
た
対
外
経
済
関
係
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

関
税
の
基
本
税
率
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
暫
定
税
率
に
つ
い
て
は
、
そ
の
恩
恵
の
規
模
や
産
業
等
に
つ
い
て
適
用
実
態
の

公
開
を
進
め
た
上
で
、
国
内
産
業
保
護
、
消
費
者
等
の
利
益
確
保
、
国
際
交
渉
上
の
必
要
性
等
を
具
体
的
に
考
慮
し
、
真
に

必
要
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
適
用
期
限
の
延
長
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

三 

自
由
貿
易
が
人
類
の
繁
栄
と
世
界
の
平
和
を
も
た
ら
す
と
の
基
本
的
な
考
え
に
基
づ
き
、
自
由
で
公
正
・
公
平
な
経
済
秩

序
の
維
持
・
強
化
を
推
進
す
る
た
め
、
我
が
国
の
関
税
制
度
を
不
断
に
見
直
す
と
と
も
に
、
保
護
主
義
的
な
政
策
が
広
ま
ら

な
い
よ
う
、
諸
外
国
及
び
国
際
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
国
内
の
食
料
・
産
業
基
盤
へ
の
影
響
に
も
配

慮
す
る
こ
と
。 

 

四 

ロ
シ
ア
等
に
対
す
る
輸
出
入
規
制
や
経
済
安
全
保
障
へ
の
対
応
及
び
覚
醒
剤
等
の
不
正
薬
物
や
金
の
密
輸
入
阻
止
の
観
点

か
ら
、
税
関
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
等
の
関
係
省
庁
と
の
連
携
及
び
情
報
共
有
を
強
化
し
つ
つ
、
一
層
厳
格
な
水
際
取
締
り



を
行
う
こ
と
。 

 
五 
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
等
の
技
術
革
新
、
厳
し
さ
を
増
す
安
全
保
障
環
境
な
ど
、
税
関
を
取
り
巻
く
経
済
・
社
会
情

勢
が
急
速
に
変
化
す
る
中
で
、
適
正
か
つ
迅
速
な
税
関
業
務
の
実
現
を
図
り
、
覚
醒
剤
等
の
不
正
薬
物
・
銃
器
を
始
め
と
し

た
社
会
悪
物
品
や
知
的
財
産
侵
害
物
品
等
の
国
内
持
込
み
の
阻
止
に
よ
り
国
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
し
つ
つ
、
本
年
開
催

さ
れ
る
大
阪
・
関
西
万
博
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
や
展
示
物
等
の
的
確
か
つ
迅
速
な
通
関
等
を
通
じ
安
全
か
つ
円
滑
な
開
催
に

寄
与
す
る
た
め
、
高
度
な
専
門
性
を
要
す
る
職
務
に
従
事
す
る
税
関
職
員
の
定
員
の
確
保
、
処
遇
改
善
、
機
構
の
充
実
、
職

場
環
境
及
び
取
締
検
査
機
器
等
を
含
む
業
務
処
理
体
制
の
整
備
等
に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


